
環
境
課
1
66
◆

1
1
2
1

生
ご
み
処
理
機
等
購
入

費
を
補
助
し
ま
す

市
内
在
住
の
方
が
市
内
の
業
者

か
ら
、
コ
ン
ポ
ン
ス
ト
容
器（
容

量
100
リ
ッ
ト
ル
以
上
）、
ぼ
か
し

容
器（
容
量
9
リ
ッ
ト
ル
以
上
）、

生
ご
み
処
理
機
を
購
入
す
る
と
き

の
購
入
費
を
補
助
し
ま
す
。
補
助

対
象
は
い
ず
れ
か
1
種
類
の
購
入

に
限
り
、
補
助
金
額
は
購
入
金
額

の
100
分
の
45（
100
円
未
満
は
切
り

捨
て
）で
す
。
詳
し
く
は
環
境
課

へ
。

安
全
安
心
課
1
66
◆

1
1
5
6

ベ
ビ
ー
シ
ー
ト
無
料
貸
出

市
で
は
、
乳
児
の
交
通
事
故
防

止
の
た
め
、
ベ
ビ
ー
シ
ー
ト
の
無

料
貸
し
出
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

と　

き　

毎
週
火
・
木
・
土
曜
日

（
祝
日
は
休
み
）

　

午
後
1
時
〜
4
時

と
こ
ろ　

蒲
郡
自
動
車
学
校

対
象
者　

市
内
在
住
の
1
歳
未
満

の
乳
児
の
保
護
者

貸
出
台
数　

160
台（
申
し
込
み
順
）

貸
出
期
間　

6
カ
月
以
内

申
し
込
み　

運
転
免
許
証
、
保
険

証
ま
た
は
母
子
手
帳
を
持
参
の

上
、
蒲
郡
自
動
車
学
校（
☎
69
◆

1
2
4
1
）へ
。

税
務
課
1
66
◆

1
1
1
5

身
体
・
精
神
に
障
害
が

あ
る
方
の
軽
自
動
車
税

な
ど
の
減
免
に
つ
い
て

身
体
ま
た
は
精
神
に
障
害
が
あ

り
、
車
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、

税
金
の
減
免
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。

対
象
者　

身
体
障
害
者
・
戦
傷
病

者
・
療
育
手
帳
ま
た
は
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る
方
で
、
身
体
障
害

者
自
身
が
使
用
ま
た
は
障
害
者

の
通
学
・
通
院
・
通
所
・
生
業

の
た
め
に
使
用
す
る
車
を
所
有

し
て
い
る
方
。

減
免
さ
れ
る
車　

軽
自
動
車
・
普

通
自
動
車（
普
通
自
動
車
は
県

税
事
務
所
へ
申
請
）な
ど
の
う

ち
1
人
1
台
で
、
本
人
の
所
有

す
る
自
動
車（
18
才
未
満
の
身

体
障
害
者
ま
た
は
知
的
障
害
者

も
し
く
は
精
神
障
害
者
で
本
人

と
生
計
を
一
に
す
る
方
の
所
有

を
含
む
）に
限
り
ま
す
。
た
だ

し
、
障
害
の
区
分
・
等
級
に
よ

り
減
免
に
該
当
し
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

◎
軽
自
動
車
を
新
た
に
減
免
申
請

す
る
方

◆
申
請
場
所　

税
務
課
軽
自
動
車

税
担
当（
市
役
所
本
館
1
階
）

◆
持
参
し
て
い
た
だ
く
も
の　

○
印
鑑　

○
免
許
証　

○
車
検

証　

○
身
体
障
害
者
・
戦
傷
病

者
・
療
育
手
帳
ま
た
は
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳　

○
運
転

者
と
障
害
者
が
同
一
世
帯
で
な

い
場
合
は「
自
動
車
税
等
に
か

か
わ
る
生
計
同
一
証
明
書
」ま

た
は「
常
時
介
護
証
明
書
」（
減

免
申
請
以
前
1
カ
月
以
内
に
福

祉
課
で
交
付
を
受
け
た
も
の
に

限
る
）

◆
申
請
期
限　

5
月
24
日
㈬

◎
軽
自
動
車
で
前
年
度
に
減
免
の

適
用
を
受
け
た
方

3
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
し
た

「
減
免
と
な
っ
て
い
る
軽
自
動

車
等
の
現
況
報
告
書
」が
新
年

度
の
減
免
申
請
書
と
な
り
ま

す
。
ま
だ
お
手
元
に
お
持
ち
の

方
は
、
該
当
す
る
事
項
を
記
入

の
上
、
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
身
体
障
害
者
用
に
改
造
し
て
あ

る
軽
自
動
車

車
椅
子
の
昇
降
装
置
や
車
止

め
、
浴
槽
の
設
置
な
ど
身
体
障

害
者
用
に
改
造
し
て
あ
る
軽
自

動
車
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方
は

税
金
の
減
免
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。
営
業
用
、
自
家
用
の
別

は
問
い
ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
、

税
務
課
軽
自
動
車
税
担
当
に
お

問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
期
限　

5
月
24
日
㈬

◎
普
通
車

普
通
車
の
減
免
申
請
は
、
愛
知

県
東
三
河
県
税
事
務
所（
☎
０

５
３
２
◆

54
◆

５
１
１
１
）へ
。

保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
3

出
産
育
児
一
時
金

委
任
払
い
制
度

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
は
、
出
産
育
児
一
時
金（
30

万
円
）を
、
直
接
、
出
産
費
の
支

払
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
者　

妊
娠
4
カ
月
以
上
の
国

民
健
康
保
険
の
加
入
者（
た
だ

し
、
社
会
保
険
か
ら
支
給
を
受

け
る
場
合
を
除
く
）

申
請
方
法　

対
象
者
の
世
帯
主

（
資
格
証
明
書
が
交
付
さ
れ
て

い
る
者
を
除
く
）の
方
が
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
す
る
方

は
、
医
療
機
関
な
ど
を
代
理
人

と
す
る
出
産
育
児
一
時
金
支
給

申
請
の
委
任
状
も
一
緒
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

支
払
方
法　

委
任
状
に
記
載
さ
れ

た
金
額
を
医
療
機
関
な
ど
に
支

払
い
、
分
娩
費
用
の
額
を
控
除

し
た
残
金
を
対
象
者
の
方
に
お

支
払
い
し
ま
す
。

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

市
障
害
者
扶
助
料
の
4
月
期
支

払
分（
12
月
分
〜
3
月
分
）を
4

月
20
日
㈭
以
降
に
、
受
給
者
指
定

の
金
融
機
関
に
振
り
込
み
ま
す
。

確
認
し
て
お
受
け
取
り
く
だ
さ

い
。
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